
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁フィルムと、
　この絶縁フィルムの一方の面上に配置された配線と、
　上記絶縁フィルムの上記一方の面に対向するように配置された一つまたは複数の半導体
素子と、
　上記絶縁体フィルムの他方の面上に配置された放熱部材と
を備え
　

　 ることを特徴
とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項 に記載の半導体装置において、
　上記放熱部材は、上記絶縁体フィルムの上記他方の面における上記配線に対応する箇所
に、少なくとも配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記放熱部材は、互いに連続していない複数の部分から成ることを特徴とする半導体装
置。
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、
上記放熱部材は、上記絶縁体フィルムの上記他方の面における上記半導体素子に対応す

る箇所に、少なくとも配置され、
上記放熱部材は、上記絶縁フィルムの上記他方の面上に直接配置されてい

１



【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子は、少なくとも２種類の半導体素子を含むことを特徴とする半導体装置
。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、Ａｕ－Ｓｎの合金接合によって接続さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、Ａｕ－Ａｕの合金接合によって接続さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異方性導電接着フィルムによって接続
されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異方性導電接着ペーストによって接続
されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非導電性接着ペーストによって接続さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非導電性接着フィルムによって接続さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記絶縁フィルムの上に、受動素子を配置していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記放熱部材の表面の一部または表面の全面に、絶縁性の薄膜樹脂が塗布されるか、ま
たは、上記放熱部材の表面の一部または表面の全面に、絶縁性のシート部材が貼り付けら
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　上記
　

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の半導体装置と、放熱用部品とを備える電子機器であって、
　上記半導体装置の放熱部材と、上記放熱用部品とは、直接 連結されていることを特
徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその半導体装置を備えた電子機器に関する。詳しくは、本
発明は、ＣＯＦ（ Chip On Film）と呼ばれる、配線が形成された有機物からなる絶縁フィ
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放熱部材は、放熱板であり、
上記放熱板の上記絶縁フィルム側の面の表面積は、上記絶縁フィルムの上記放熱板側の

面の表面積よりも大きい

的に



ルム上に半導体素子が配置されている半導体装置およびその半導体装置を備える電子機器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配線が形成された絶縁フィルム上に半導体素子が接続された半導体装置としては
、ＴＣＰ（ Tape Carrier Package）がある。
【０００３】
　図１０は、ＴＣＰの一般的な構造を示す図である。詳細には、図１０（Ａ）は、一般的
なＴＣＰの断面図であり、図１０（Ｂ）は、一般的なＴＣＰの上面図である。
【０００４】
　このＴＣＰは、半導体素子１０１と、絶縁フィルム１０３と、配線（インナーリード）
１０４と、ソルダーレジスト１０５と、樹脂１０６とを有する。
【０００５】
　上記半導体素子１０１は、本体部１１１と、本体部１１１から延びたバンプ電極１１２
とを有する。上記絶縁フィルム１０３には、その絶縁フィルム１０３における半導体素子
１０１が配置される部分に貫通穴が形成されている。上記配線１０４は、絶縁フィルム１
０３上に接着剤１０９を介して配置される部分と、絶縁フィルム１０３から片持ち梁状に
突き出した部分から成っている。上記ソルダーレジスト１０５は、絶縁フィルム１０３の
一部および配線１０４の一部の上に配置されている。また、上記樹脂１０６は、半導体素
子１０１を絶縁フィルム１０３に固定するために、上記貫通穴の周辺に配置されている。
【０００６】
　上記半導体素子１０１のバンプ電極１１２は、絶縁フィルム１０３における配線１０４
が配置されていない側から上記配線１０４の片持ち梁状に突き出した部分に接合されてい
る。
【０００７】
　ＴＣＰは、薄型の絶縁フィルム１０３上に配線１０４を配置することにより、電気回路
の厚さが、格段に薄くなるようにしている。
【０００８】
　また、配線が形成された絶縁フィルム上に半導体素子が接続されたＴＣＰと異なる半導
体装置としては、ＣＯＦ（ Chip on Film）がある。
【０００９】
　図１１は、従来のＣＯＦの一般的な構造を示す図である。詳細には、図１１（Ａ）は、
従来のＣＯＦの断面図であり、図１１（Ｂ）は、従来のＣＯＦの上面図である。
【００１０】
　ＣＯＦは、絶縁フィルムの半導体素子と対向している部分に、貫通穴が存在せず、半導
体素子１２１上のバンプ電極１３２と接合する部分の配線１２４が、絶縁フィルム１２３
で裏打ちされた状態になっている点が、ＴＣＰと異なる。
【００１１】
　詳細には、このＣＯＦは、半導体素子１２１と、絶縁フィルム１２３と、配線１２４と
、ソルダーレジスト１２５と、樹脂１２６とを備える。上記半導体素子１２１は、本体部
１３１とバンプ電極１３２とを有する。
【００１２】
　上記配線１２４は、絶縁フィルム１２３の一方の面に配置されており、ソルダーレジス
ト１２５は、絶縁フィルム１２３の一部および配線１２４の一部の上に配置されている。
【００１３】
　また、上記半導体素子１２１の本体部１３１は、絶縁フィルム１２３における配線１２
４がパターンニングされている側に配置されている。また、上記バンプ電極１３２は、絶
縁フィルム１２３における配線１２４と接続されている。上記樹脂１２６は、半導体素子
１２１の周辺に配置されており、半導体素子１２１を絶縁フィルム１２３に固定する役割
を担っている。
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【００１４】
　しかしながら、図１０に示すＴＣＰおよび図１１に示すＴＣＰでは、半導体素子１０１
,１２１の動作による発熱を、配線１０４ ,１２４、絶縁フィルム１０３ ,１２３、および
、封止樹脂１０６ ,１２６による熱伝導および放射でしか冷却することが出来ないという
問題がある。このことから、従来では、ＣＯＦまたはＴＣＰが実装される電子機器に、放
熱用の金属板を設置したり、放熱ファンを配設したり、もしくは、筐体の形状を変更した
りして、放熱対策を行っている。
【００１５】
　図１２に、従来の金属製の放熱板１４０が設置された電子機器を示す。
【００１６】
　この電子機器は、筐体１４９と、ＣＯＦ半導体装置１４８と、放熱板１４０と、絶縁フ
ィルム１４１とを備える。上記ＣＯＦ半導体装置１４８は、絶縁フィルム１４１上に配置
されている。上記放熱板１４０は、絶縁フィルム１４１のＣＯＦ半導体装置８側と反対側
に配置されている。上記放熱板１４０は、電子機器の外壁の一部を成している。
【００１７】
　この電子機器は、電子機器の外壁の一部を成している放熱板１４０上に、絶縁フィルム
１４１を介してＣＯＦ半導体装置１４８を配置することにより、ＣＯＦ半導体装置１４８
で発生した熱を、放熱板１４０を介して外部に放出するようにしている。
【００１８】
　しかしながら、近年においては、電子機器の多機能化や小型化によって、電子機器にお
ける電子部品の高密度実装が要求されており、上記放熱板１４０の設置等の対策では、放
熱対策が十分でないという問題がある。
【００１９】
　また、半導体素子の多出力化に伴い、半導体素子の動作時における半導体素子自体の発
熱を低減することにも限界があるという問題がある。
【特許文献１】特開２００１－３０８２３９号公報
【特許文献２】特開平５－３２６６２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　そこで、本発明の課題は、半導体素子が放出した熱の放熱性に優れる半導体装置および
その半導体装置を備えた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記課題を解決するため、この発明の半導体装置は、
　絶縁フィルムと、
　この絶縁フィルムの一方の面上に配置された配線と、
　上記絶縁フィルムの上記一方の面に対向するように配置された一つまたは複数の半導体
素子と、
　上記絶縁体フィルムの他方の面上に配置された放熱部材と
を備え
　

　 ることを特徴
としている。
【００２２】
　尚、この明細書では、上記半導体素子は、接合型トランジスタ、電界効果型トランジス
タ等のトランジスタ、整流ダイオード、発光ダイオード、フォトダイオード等のダイオー
ド、記憶素子、ＩＣ（集積回路）等の能動素子である。
【００２３】
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、
上記放熱部材は、上記絶縁体フィルムの上記他方の面における上記半導体素子に対応す

る箇所に、少なくとも配置され、
上記放熱部材は、上記絶縁フィルムの上記他方の面上に直接配置されてい



　本発明によれば、絶縁フィルムにおける半導体素子の搭載面と反対側の面に、放熱部材
を設けているので、半導体素子が放出して絶縁フィルムを伝導した熱を、この放熱 で
放熱できる。したがって、半導体装置の温度上昇を抑制できるので、半導体素子の動作時
の発熱で、半導体素子が高温となり誤作動を起こすことを防止できる。
【００２４】
　また、本発明によれば、放熱効果を高くする事が出来きるので、同一体積の空間により
多くの半導体素子を搭載することができて、絶縁フィルム上に半導体素子を高密度に配置
できる。
【００２５】
【００２６】
　 によれば、上記放熱部材が、上記絶縁体フィルムの上記他方の面における
上記半導体素子に対応する箇所に、少なくとも配置されているので、発熱源である半導体
素子と放熱部材との距離を短くできる。したがって、放熱性を更に向上させることができ
る。
【００２７】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記放熱部材が、上記絶縁体フィルムの上記他方の
面における上記配線に対応する箇所に、少なくとも配置されている。
【００２８】
　上記実施形態によれば、上記放熱部材が、上記絶縁体フィルムの上記他方の面における
上記配線に対応する箇所に、少なくとも配置されているので、発熱源である配線と放熱部
材との距離を短くできる。したがって、放熱性を更に向上させることができる。
【００２９】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記放熱部材が、互いに連続していない複数の部分
から成る。
【００３０】
　絶縁フィルムの一方の面上に複数の半導体素子が配置されている場合、絶縁フィルムの
上記一方の面と反対側の面における、上記半導体素子に対応する複数の箇所に、放熱部材
を離散的に複数配置すると、高温上昇する部分を重点的に冷却する事ができると共に、放
熱部材の材料費も削減できる。
【００３１】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子は、少なくとも２種類の半導体素子
を含んでいる。
【００３２】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、Ａ
ｕ－Ｓｎの合金接合によって接続されている。
【００３３】
　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とが、Ａｕ－Ｓｎの
合金接合によって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合でき
る。
【００３４】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、Ａ
ｕ－Ａｕの合金接合によって接続されている。
【００３５】
　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とが、Ａｕ－Ａｕの
合金接合によって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合でき
る。
【００３６】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異
方性導電接着フィルムによって接続されている。
【００３７】
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部材

また、本発明



　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異方性導電接
着フィルムによって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合す
ることができる。
【００３８】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異
方性導電接着ペーストによって接続されている。
【００３９】
　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、異方性導電接
着ペーストによって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合す
ることができる。
【００４０】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非
導電性接着ペーストによって接続されている。
【００４１】
　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非導電性接着
ペーストによって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合する
ことができる。
【００４２】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非
導電性接着フィルムによって接続されている。
【００４３】
　上記実施形態によれば、上記半導体素子のバンプ電極と、上記配線とは、非導電性接着
フィルムによって接続されているので、上記バンプ電極と、上記配線とを堅固に接合する
ことができる。
【００４４】
【００４５】
　 によれば 記放熱部材が、上記絶縁フィルムの上記他方の面上に直接配
置されているので、上記配線と、上記放熱部材が電気接続することを確実に防止できて、
半導体装置が損傷することを確実に防止できる。
【００４６】
【００４７】
【００４８】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記絶縁フィルムの上に、受動素子を配置している
。
【００４９】
　尚、この明細書では、上記受動素子は、コンデンサ、抵抗、または、コイルである。
【００５０】
　上記絶縁フィルムの上に、受動素子が配置されていると、半導体素子以外にこの受動素
子からも熱が放出される。したがって、半導体装置が高熱になりがちであるので、放熱部
材を配置する意義が大きなものになる。
【００５１】
　また、一実施形態の半導体装置は、上記放熱部材の表面の一部または表面の全面に、絶
縁性の薄膜樹脂が塗布されるか、または、上記放熱部材の表面の一部または表面の全面に
、絶縁性のシート部材が貼り付けられている。
【００５２】
　上記実施形態によれば、上記薄膜樹脂または上記絶縁性のシート部材によって、放熱部
材と、配線もしくは他の部品との短絡を確実に防止できる。
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また、本発明 、上

また、一実施形態の半導体装置は、上記放熱部材が、放熱板であり、上記放熱板の上記
絶縁フィルム側の面の表面積は、上記絶縁フィルムの上記放熱板側の面の表面積よりも大
きくなっている。



【００５３】
　また、この発明の電子機器は、上記発明の半導体装置と、放熱用部品とを備える電子機
器であって、上記半導体装置の放熱部材と、上記放熱用部品とは、直接 連結されてい
ることを特徴としている。
【００５４】
　本発明によれば、上記発明の半導体装置を備えているので、放熱効果を大きくできて、
温度上昇に起因する故障を確実に防止できる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明によれば、上記放熱部材を介して大きな熱量の熱を放熱することができる。した
がって、配線、絶縁フィルム、樹脂および半導体素子からの熱伝導および熱放射しか放熱
方法を有さない従来の半導体装置と比較して、放熱性を格段に向上させることができる。
【００５６】
　また、本発明によれば、半導体装置が大きな放熱性を有しているので、半導体装置が搭
載される電子機器における放熱対策を軽減することができると共に、半導体装置を電子機
器に高密度に実装することができる。
【００５７】
　尚、放熱部材の材質に熱伝導率の高い材料を用いると、半導体装置の放熱性を向上させ
ることができて、半導体素子が高温となり誤作動を起こすことを確実に防止できると共に
、同一体積の空間により多くの半導体素子を搭載することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　以下、本発明を図示の形態により詳細に説明する。
【００５９】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態の半導体装置を示す図である。詳細には、図１（Ａ）は
、第１実施形態の半導体装置の断面図であり、図１（Ｂ）は、第１実施形態の半導体装置
における半導体素子の搭載面を示す図であり、図１（Ｃ）は、第１実施形態の半導体装置
の半導体素子が搭載されていない側の面を示す図である。
【００６０】
　図１（Ａ）に示すように、この半導体装置は、半導体素子１と、絶縁フィルム３と、配
線４と、ソルダーレジスト５と、封止樹脂６と、放熱部材の一例としての金属製の放熱板
１０とを備える。
【００６１】
　上記配線４は、絶縁フィルム３の一方の面上に配置されている。また、上記半導体素子
は、本体部１と、パンプ電極２とを有し、バンプ電極２は、配線４に接続されている。
【００６２】
　上記ソルダーレジスト５は、図１（Ｂ）に示すように、半導体素子１を配線４に半田付
けする時の半田に対する隔壁となるべく、絶縁フィルム３における半導体素子１の周辺部
に配置されている。また、封止樹脂６は、図１（Ａ）に示すように、半導体素子１の側面
全面に接するように、半導体素子１の周辺部に配置されている。上記封止樹脂６は、半導
体素子１を絶縁フィルム３に確実に固定している。
【００６３】
　上記放熱板１０は、絶縁フィルム３の半導体素子側と反対側の表面に配置されている。
詳細には、上記放熱板１０は、図１（Ｃ）に示すように、上記放熱板１０の表面積は、絶
縁フィルム３の表面積よりも小さくなっている。また、上記放熱板１０は、上記反対側の
表面おける半導体素子１に対応する箇所に配置されている。
【００６４】
　上記第１実施形態の半導体装置によれば、放熱板１０を、絶縁フィルム３における半導
体素子１の搭載面と反対側の面に配置しているので、半導体素子１から放出されて絶縁フ
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ィルム３を伝導した熱を、この放熱板１０で放熱できる。したがって、半導体装置１の温
度上昇を抑制できるので、半導体素子１の動作時の発熱で、半導体素子１が高温となり誤
作動を起こすことを防止できる。また、放熱効果を上げることができ、電子機器の多機能
化および小型化による高密度実装、および、半導体素子の多出力化による発熱による高温
化を、確実に防止することができる。
【００６５】
　また、上記第１実施形態の半導体装置によれば、放熱効果を高くする事が出来きるので
、同一体積の空間により多くの半導体素子１を搭載することができて、絶縁フィルム３上
に半導体素子１を高密度に配置できる。
【００６６】
　また、上記第１実施形態の半導体装置によれば、放熱板１０が、絶縁体フィルム３の半
導体素子１が配置されていない面における半導体装置１に対応する箇所に、配置されてい
るので、製造コストを低く抑えながら、放熱性を効率的に高くすることができる。
【００６７】
　尚、上記第１実施形態の半導体装置では、絶縁フィルム３における半導体素子１に対応
する箇所に放熱板１０を配置したが、この発明では、絶縁フィルムにおける半導体素子お
よび配線に対応する箇所に放熱板を配置しても良く、この場合、半導体装置の放熱性を更
に向上させることができる。
【００６８】
　また、上記第１実施形態の半導体装置では、配線４を絶縁フィルム３の一方の面上に直
接配置すると共に、放熱板１０を、絶縁フィルム３の他方の面上に直接配置した
【００６９】
　図１に示すとおり、ＣＯＦの場合、絶縁フィルム３における半導体素子１の搭載される
部分に貫通穴が形成されておらず、半導体素子１と接合するインナーリードとよばれる配
線４は絶縁フィルム３で裏打ちされた状態になっている。このことから、図１に示すよう
に、放熱板１０を半導体素子１の搭載面と逆の面に設ける事により、配線４と放熱板１０
との接触を防止でき、電気的な絶縁状態を確保することができる。
【００７０】
　このことから、ＣＯＦでは、半導体素子１の搭載面と逆面へ放熱板１０を設け、放熱効
果を高くする事が出来きるため、半導体素子１の動作時の発熱で、半導体素子１が高温と
なり誤作動を起こすことを防止することができ、同一体積の空間により多くの半導体素子
を搭載することが可能となる。
【００７１】
　図２は、この発明の半導体装置と比較するために作製された比較例の半導体装置の断面
図であり、詳細には、放熱板２０が配置されたＴＣＰ半導体装置を示す図である。
【００７２】
　ＴＣＰ半導体装置の場合、絶縁フィルム２３における半導体素子２１の搭載される部分
にあらかじめ貫通穴が開けられており、絶縁フィルム２３上に接着剤２９を介して配置さ
れているインナーリードと呼ばれる配線２４が、絶縁フィルム２３から片持ち梁状に突き
出した形状で、配線２４の先端部と半導体素子２１が接合されるようになっている。した
がって、ＴＣＰ半導体装置に、放熱板２０を配置する場合、図２（Ａ）に示すように、放
熱板２０は、その縁部を、配線２４上に配置されたソルダーレジスト２５に接合するよう
に、ソルダーレジスト２５上に配置されるしか配置方法が存在しない。
【００７３】
　しかしながら、そのような配置方法では、図２（Ｂ）に示すように、配線２４と放熱板
２０が接触して、電気的短絡が発生する恐れが生して、半導体装置の信頼性が低いという
問題がある。
【００７４】
　（第２実施形態）
　図３は、第２実施形態の半導体装置を示す図である。詳細には、図３（Ａ）は、第２実
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施形態の半導体装置の断面図であり、図３（Ｂ）は、第１実施形態の半導体装置における
半導体素子の搭載面と反対側の面を示す図である。
【００７５】
　第２実施形態の半導体装置は、放熱板３０の形状のみが第１実施形態の半導体装置と異
なる。
【００７６】
　第２実施形態の半導体装置では、第１実施形態の半導体装置の構成部と同一構成部には
同一参照番号を付して説明を省略することにする。また、第２実施形態の半導体装置では
、第１実施形態の半導体装置と共通の作用効果については説明を省略することにし、第１
実施形態の半導体装置と異なる構成、作用効果についてのみ説明を行うことにする。
【００７７】
　第２実施形態の半導体装置は、図２（Ａ） ,（Ｂ）に示すように、絶縁フィルム３にお
ける半導体素子１側と反対側の面に、絶縁フィルム３よりも大きい放熱板３０を配設して
いる。
【００７８】
　上記第２実施形態の半導体装置によれば、絶縁フィルム３における半導体素子１側と反
対側の面に、絶縁フィルム３よりも大きい放熱板３０を配設しているので、放熱板３０の
放熱効果を格段に向上させることができて、ＣＯＦの半導体素子１からの発熱による高温
上昇を確実に防止することができる。
【００７９】
　（第３実施形態）
　図４は、第３実施形態の半導体装置の絶縁フィルム４３の半導体素子側と反対側の面を
示す図である。
【００８０】
　図４において、点線で示されている４１の部分は、絶縁フィルム４３の半導体素子側の
半導体素子等の発熱源の配置構成によって、絶縁フィルム４３内で他の部分よりも高温に
なる部分を示している。
【００８１】
　図４に示すように、第３実施形態の半導体装置では、絶縁フィルム４３の半導体素子側
と反対側の面において、離散的に３つ存在する高温部分４１を、覆うように、正方形状の
放熱板４０が、離散的に３つ配置されている。
【００８２】
　第３実施形態の半導体装置のように、離散的に複数存在する高温部分を覆うように、複
数の放熱板を離散的に配置すると、半導体装置の製造コストを抑制しながら、効率的に半
導体装置の温度上昇を抑制できる。
【００８３】
　尚、上記第３実施形態では、絶縁フィルム４３内の高温部分が３箇所であったが、絶縁
フィルム内の高温部分は、２箇所、あるいは、４箇所以上であっても良く、離散的に配置
される放熱部材の個数が、２個、あるいは、４箇所以上であっても良いことは勿論である
。また、各放熱部材の形状は、第３実施形態のように正方形である必要はなく、円形等の
正方形以外の形状であっても良いことは、勿論である。
【００８４】
　（第４実施形態）
　図５は、第４実施形態の半導体装置を示す図である。詳細には、図５（Ａ）は、第４実
施形態の半導体装置の断面図であり、図５（Ｂ）は、第４実施形態の半導体装置の半導体
素子側の上面図であり、図５（Ｃ）は、第４実施形態の半導体装置の半導体素子側と反対
側の上面図である。
【００８５】
　第４実施形態の半導体装置は、放熱板５０の形状のみが第１実施形態の半導体装置と異
なる。
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【００８６】
　第４実施形態の半導体装置では、第１実施形態の半導体装置の構成部と同一構成部には
同一参照番号を付して説明を省略することにする。また、第４実施形態の半導体装置では
、第１実施形態の半導体装置と共通の作用効果については説明を省略することにし、第１
実施形態の半導体装置と異なる構成、作用効果についてのみ説明を行うことにする。
【００８７】
　第４実施形態の半導体装置においては、図５（Ｃ）に示すように、放熱板５０は、半導
体装置における放熱部品に対応する形状を有している。また、放熱板５０は、絶縁フィル
ム３の半導体装置の半導体素子１側と反対側の表面に、半導体装置における放熱部品に対
応する箇所に配置されている。
【００８８】
　また、放熱板５０の端部５３は、半導体装置の半導体素子側に配置されている放熱部品
と接続している。
【００８９】
　上記第４実施形態の半導体装置によれば、放熱板５０と、放熱部品とが直接接続してい
るので、放熱板５０に熱伝導により熱を効率良く移動させることができて、この伝導熱を
放熱板５０の表面から放出できる。したがって、ＣＯＦの半導体素子からの発熱による半
導体装置の温度上昇を、更に効果的に防止できる。
【００９０】
　尚、上記第４実施形態の半導体装置では、放熱板５０の形状を、半導体装置における放
熱部品に対応すると共に、放熱部品と直接接続できる形状にしたが、この発明では、図５
（Ｄ）に示すように、放熱板５７の形状を、絶縁フィルム３における高熱部分に対応する
と共に、その端部５８を介して放熱部品と直接接続できる形状にしても良い。この場合、
放熱板５７の形状を、単純な形状にできるので、製造コストを低く抑えながら、放熱性を
高くすることができる。
【００９１】
　（第５実施形態）
　図６は、第５実施形態の半導体装置を示す図である。詳細には、図６（Ａ）は、第５実
施形態の半導体装置の断面図であり、図６（Ｂ）は、第５実施形態の半導体装置の製造途
中の絶縁フィルムにおける半導体素子側と反対側の表面を示す図である。また、図６（Ｃ
）は、第５実施形態の半導体装置の絶縁フィルムにおける半導体素子側と反対側の表面を
示す図である。
【００９２】
　第５実施形態の半導体装置は、絶縁フィルム３の半導体素子１側と反対側の表面上、お
よび、この表面に配置されている放熱板５０の上に、絶縁性の樹脂薄膜６６を配置した点
のみが、第４実施形態の半導体装置と異なる。
【００９３】
　第５実施形態の半導体装置では、第４実施形態の半導体装置の構成部と同一構成部には
同一参照番号を付して説明を省略することにする。また、第５実施形態の半導体装置では
、第４実施形態の半導体装置と共通の作用効果については説明を省略することにし、第４
実施形態の半導体装置と異なる構成、作用効果についてのみ説明を行うことにする。
【００９４】
　第５実施形態の半導体装置では、放熱板５０における、配線もしくは他の部品との接触
が懸念される場所に、絶縁性の樹脂薄膜６６が塗布されている。
【００９５】
　上記第５実施形態の半導体装置によれば、放熱板５０における、配線もしくは他の部品
との接触が懸念される場所に、絶縁性の樹脂薄膜６６を塗布しているので、放熱板５０と
、配線もしくは他の部品との短絡を防止できる。したがって、半導体素子の素子特性や寿
命の信頼性を向上させることができる。
【００９６】
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　尚、上記第５実施形態の半導体装置では、図６（Ｃ）に示すように、放熱板５０の一部
に絶縁性の樹脂薄膜６６を配置したが、この発明では、放熱部材の全部に絶縁性の樹脂薄
膜を配置しても良い。また、上記第５実施形態では、放熱板５０の一部に絶縁性の樹脂薄
膜６６を配置したが、この発明では、放熱部材の一部または全部に絶縁性のシートを貼り
付けても良い。
【００９７】
　上記第１～第５実施形態では、絶縁フィルム３上に、半導体素子１を一つのみ配置した
が、この発明では、絶縁フィルム上に、複数の半導体素子（例えば、ＬＥＤとトランジス
タ）を配置しても良い。また、必要に応じて、半導体素子に加えて受動素子を配置しても
良い。
【００９８】
　上記第１～第５実施形態では、絶縁フィルム３に放熱板を配置したが、絶縁フィルム３
に放熱板を配置する方法としては 縁フィルムと金属等の薄膜を、接着剤を介さず貼り
付けて、サブスト法によりパターン形成する方法がある。
【００９９】
　また、別の方法としては、絶縁フィルムと金属等の薄膜を 縁フィルム上に金属パタ
ーンをセミアディブ法により形成する方法等がある。
【０１００】
　これらの方法を用いれは、多角形、円形、もしくは、楕円形等の如何なる形状の放熱部
材でも、容易に絶縁フィル上に配設する事ができる。
【０１０１】
　図７は、半導体素子のバンプ電極と絶縁フィルム上の配線との接合方法の一例を示す図
である。尚、図７に示されている半導体素子７１のバンプ電極７２は、金製であるものと
する。
【０１０２】
　以下に、図７を用いて、バンプ電極７２と絶縁フィルム７３上の配線７４との接合方法
について説明することにする。
【０１０３】
　先ず、図７（Ａ）に示すように、錫メッキを施した配線７４と半導体素子７１上の金製
のバンプ電極７２とが、図示しないＡＣＦ（異方性導電接着剤フィルム）を介して相対す
るように、半導体素子７１を絶縁フィルム７３に位置合わせする。
【０１０４】
　その後、押圧部材７７を用いて、半導体素子７１のバンプ電極７２側と反対側の面を押
圧すると共に、一定時間加熱して、図７（Ｂ）に示すように、バンプ電極７２と配線７４
とを接合する。このようにして、接合部にＡｕ－Ｓｎ合金を形成して、バンプ電極７２と
配線７４とを堅固に接合する。
【０１０５】
　その後、図７（Ｃ）に示すように、半導体素子７１と絶縁フィルム７３との間に出来る
隙間に、封止樹脂７６を注入して、耐湿性及び機械的強度を向上させて、バンプ電極７２
と絶縁フィルム７３上の配線７４との接合を完成させるようにしている。
【０１０６】
　図７において、７５は、ソルダーレジストである。図７に示すように、絶縁フィルム７
３上の配線７４におけるバンプ電極７２が接続される部分以外の部分に、ソルダーレジス
ト７５を配置すると、導電性異物が配線７４上に接触して、半導体装置がショートする事
を確実に防止することができる。
【０１０７】
　また、図７に示す半導体装置のように、絶縁フィルム７３上の配線７４と半導体素子７
１上のバンプ電極７２とをＡＣＦを介して、相対するように位置あわせした場合、封止樹
脂７６を省略しても良い。
【０１０８】
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　尚、図７に示す半導体装置では、配線７４は、錫メッキされていたが、この発明では、
配線は、金メッキされていても良い。そして、図７とまったく同じ方法で、バンプ電極と
配線とをＡｕ－Ａｎ合金を用いて堅固に接合しても良い。
【０１０９】
　また、図７に示す半導体装置では、絶縁フィルム７３上の配線９７と半導体素子７１上
のバンプ電極７２とをＡＣＦを介して、相対するように位置あわせしたが、この発明では
、絶縁フィルム上の配線と半導体素子上のバンプ電極とを、ＡＣＰ（異方性導電接着ペー
スト）、ＮＣＰ（非導電接着ペースト）、または、非導電性接着フィルムを介して、相対
するように位置あわせしても良い。これらの場合においても、ＡＣＦを用いて場合と同様
に、封止樹脂を省略することができる。
【０１１０】
　図８は、この発明の半導体装置を備える第１実施形態の電子機器の断面図である。
【０１１１】
　この電子機器は、筐体８９と、電子機器の外壁の一部を構成する放熱用部品８４と、電
子機器内に配置されたこの発明の半導体装置８０とを備える。
【０１１２】
　上記半導体装置８０は、半導体素子８１と、絶縁フィルム８３と、封止樹脂８６と、放
熱板８７とを有する。
【０１１３】
　図８に示されているように、第１実施形態の電子機器では、放熱板８７の大部分は、絶
縁フィルム８３と、放熱用部品８４との間に挟まれている。
【０１１４】
　上記第１実施形態の電子機器によれば、放熱用部品８４に加えて、半導体装置８０の放
熱板８７でも、熱を効果的に放出できる。したがって、電子機器の温度上昇を更に抑制す
ることができる。
【０１１５】
　尚、上記第１実施形態の電子機器は、半導体装置８０以外の部分に放熱用部品８４を備
えていたが、この発明では、半導体装置に放熱対策が施されているので、半導体装置以外
の部分に必ずしも放熱用部品を設ける必要がない。そして、半導体装置以外の部分の放熱
用部品を省略することによって、電子機器の製造コストを低減できると共に、電子機器を
コンパクトにすることができる。
【０１１６】
　図９は、この発明の半導体装置を備える第２実施形態の電子機器の断面図である。
【０１１７】
　第２実施形態の電子機器では、第１実施形態の電子機器と共通の作用効果については説
明を省略することにし、第１実施形態の半導体装置と異なる構成、作用効果についてのみ
説明を行うことにする。
【０１１８】
　この電子機器は、筐体９９と、電子機器の外壁の一部を構成する放熱用部品９４と、電
子機器内に配置されたこの発明の半導体装置９０とを備える。
【０１１９】
　上記半導体装置９０は、半導体素子９１と、絶縁フィルム９３と、封止樹脂９６と、放
熱板９７とを有する。
【０１２０】
　図９に示されているように、第２実施形態の電子機器では、放熱板９７における半導体
装置９１に対応する部分が、電子機器の外壁の一部を成している。
【０１２１】
　上記第２実施形態の電子機器によれば、放熱板９７における半導体素子９１に対応する
部分が、電子機器の外壁の一部を成しているので、半導体素子９１から放出された熱を効
率的に外部空間に放出できる。したがって、電子機器の温度上昇を更に抑制できる。
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【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の第１実施形態の半導体装置を示す図である。
【図２】比較例の半導体装置の断面図である。
【図３】第２実施形態の半導体装置を示す図である。
【図４】第３実施形態の半導体装置の絶縁フィルムの半導体素子側と反対側の面を示す図
である。
【図５】第４実施形態の半導体装置を示す図である。
【図６】第５実施形態の半導体装置を示す図である。
【図７】半導体素子のバンプ電極と絶縁フィルム上の配線との接合方法の一例を示す図で
ある。
【図８】第１実施形態の電子機器の断面図である。
【図９】第２実施形態の電子機器の断面図である。
【図１０】ＴＣＰの一般的な構造を示す図である。
【図１１】従来のＣＯＦの一般的な構造を示す図である。
【図１２】従来の金属製の放熱板が設置された電子機器を示す。
【符号の説明】
【０１２３】
　１ ,７１　半導体素子
　２ ,７２　バンプ電極
　３ ,７３　絶縁フィルム
　４ ,７４　配線
　５ ,７５　ソルダーレジスト
　６ ,７６　封止樹脂
　１０ ,３０ ,４０ ,５０ ,５７　放熱板
　６６　樹脂薄膜
　８０ ,９０　半導体装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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